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林種転換 の経済分析※

赤井英夫⑧佐川安弘（林政学研究室）

　　　H1deo　AKAI　and　Yasuh1ro　SAGAWA

An　Econom．ica1Ana1ysis　on　the　Conyersion　of

　　　　‘’Fu．eヱーForest’’into‘‘Timber－Forest”

　　　　　　　　I　は　し　が　き　　　　　　　　　貨幣経済の湊透商晶生産の発展は，その個々の特殊条件

　今日の我国林業において林種転換が如同なる意義を有　　に応じて用材林業の支配的な地域と薪炭林業の支配由な

するかについては，今更彊調するまでもなかろう。先に　　地域とを生み出してきたとみることによ糺この研究は

筆者は薪炭材生産の場合と育林投資を行つた場合キにつ　　第二類型の林種転換を対象とするものである・

いて，その投入産出関係の比較考察を行つたが∵）本研究　　　一般に島根県における林種転換はこの第二類型の展型

はその基礎の上に、林種転換はどのように進められてパ　　　とみなすことができようが・今日の島根県中東部におけ

るか・その担い手は如何なる階層であり，推進している　　る林種転換をみると1申国山脈沿いの飯石郡。邑智郡等

要因は何か，また阻止している要因は何か，といつた問　　において盛んで1山陰線沿いの八束郡能義郡ではあまり

題について考察を行なつたものである、　　　　　　　　　進展をみていない。（交通条件の良いところで林種転換

　ところで林種転換には，既に用材林化カ漣んでいる地　　　が進まず，より悪いところで進むという理論とは正に逆

方において更にこれを拡大発展させる場合と，薪炭林経　　の現象である。）そこで今目林種転換の盛んな町村の申

営が支配的な地万においてこれを用材林に転換する場合　　から飯石郡頓原町頓原：・二旧頓原町・（以下単に頓原と呼

の二つカ）考えられるであろう、今仮に削者を第一類型の　　ぷ）邑智郡出羽村田所：旧田所村（以下単に田所と呼

林種転換と言へ後者を第二類型の林種転換と呼ぶこと　　ぶ）を・今日比較的盛んでない町村の申から八束郡八雲

とする。第一類型では，林種転換は既存の用材林業を母　　村熊野■日熊野村（以下単に熊野と呼ぶ）能義郡布部村

庫とするその拡大発展として理解されるのに対して，第　　（以下単に布部と呼ぶ）をとりあげて研究の対象とした・

二類型では・薪炭林経営の支配的乍経済秩序を多かれ少　　　以下先ず調査町村のアウトラインを述べ・次いで林種

なかれほり崩して進められるところの用材林化と考える　　転換の進展とその担い手について・最後に林種転換の推

ことが出来よう。また第一類型の場合は主として用材林　　進要因と阻止要因について明らかにしよう・

業よりの収益によつて人工造林の拡大が行われるのに対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿　調査村の概要
して，第二類型では主として他の部門からの収益を基盤

として用材林化が進められるら塩谷氏と大平氏は，一方　　　分析に先つて・林種転換の考察に必要な限りでの調査

に用材林業が進んた地域：商晶生産的経営の支配的な地　　村の概要を簡単に述べる・

域における林種転換をおき，他万に用材林業の遅れた地　　　（1）熊野は松江市の南約三里に拉置し冶帳によると，

域二商晶生産的経営が行われず自給的経営の行われてい　　総面積2028町6反1耕地は剛59町・畑25町・林野1ア30町

る地域における林種転換とを対比され，一般山村でぱ林　　で・戸数は299戸を数える二このうち約250戸が農林業

業資本が未発達で後者が多いとされているカぐ筆者は用　1こ従事している。主な生産雛，米約37／1石，木材約

材林業の進んだ地域における林種転換を第一類型とする　　29000石1木炭約32500臨牛乳約／000石，覆約200頭で

のに対して，同じく商晶生産である薪炭林業の支配的な　　　あり，こ．の他，生産物ではないが松江市に近いので松江市

地域にわける林種転換を第二類型としてとりあげている　　えの通勤者の年間所得が約500万円に上ると推定されて

わけである。これは筆者の基礎的視点が，山村における　　いる。林野／730町のうち，国有林29肌村有林／60町，私有

※　・本研究は昭和3工隼度文部替科学研究助成蒲勤金によつて行つた研究の一部である。

楽※主なる生産物は何れも昭和30年の生産額である。
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林／54／町で，村有林はその殆んどが用材林であるが，私

有林は用材林が200町余（すぎ／00町余，ひのき／0町，あ

カ）まつ90町余）で他は全部薪炭林である。

　布部は山陰線荒島駅の南約5里，広瀬町に接し総面積

53ア／町，耕地は田284町，畑28町4反，林野4％8町，戸数

は537戸である。このうち約400戸が農林業に従事してい

る。主なる生産物は，米約6200石，木材約30000石，木・

炭約／20000俵，覆約240頭である。林野は村有林305町

で，他は総べて私有林，このう亭用材林は280町で（す

ぎ85町，ひのき60町他はあかまつである。）薪炭林は4000

町を越える。

　頓原は松江市の西南約8堅，広島県境に位置し，総面

積6600町余，耕地は田44／町5反畑37町4反，林野ぽ593ア

町，戸数はア／8声であるbこのうち5／0戸が農林業に従事

している。主なる生産物は，米約／0000石，木材約25000

石，木炭約／00000俵，蟹約200頭である。林野は県有林

2ア町，郡有林76町，町有林22町のほか私有林で，このう

ち用材林は約5き0町（すぎ320町，ひのきア0町，あかまつ

140町）で，他は全部薪炭林である。

　困所は三江線川本駅の酉南6里，広島県境に位置し，総

面積ア9ア3町，耕地は田330町，畑43町，林野は7599町（河

川・道路その他を含む）’で戸数は80／戸である。このう

ち約ア00戸が農林業に従事している。主なる生産物は米

　約8250石，木材約25000石，木炭／00000俵，蟹約200頭

である。林野は村有林5町の外私有林で，このうち用材

林は約900町余，（その大半はあかまつ林であ6）他は薪

炭林である。’

（2）次に林種を換を直接に条件ずける立地条件を概観

しよう。

　自然的立地条件についてみると，標高は熊野が約／00

米から約600米，布部が約／00米から約500米，頓原は絢

500米から約1／00米・田所は約200米から約700米であり，

頓原と田所は一月の平均気温がいずれも一／。C前後，最

低気温一5oC～甘Cとかなり低いが，七月八月の平均気

温は何れも24℃を越えている。降雨量は熊野，布部の

／500粍～／600粍に対して頓原，田所では／800粍～2000粍

とかなり多い。基岩は熊野では主として安山岩，一部花

嵩岩であり，布部では逆に花嵩岩地域が多く，一般に表

±が浅い。頓原では安山岩花嵩岩，班岩，内緑岩が基岩

となつており，田所では石英粗面岩地域が多い。頓原・

田所・熊野の3町村では，薪炭林で，すぎ，ひのきの植

栽に適するところがまだかなり大面積存在するのに比べ

て，布部では比較的すぎの適地の余裕が少ない、しかし

あかまつの生育は良好である。

経済的位置についてみると，（第／図参照）熊野村は松江

第1図
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市から約3里で最も地の利を占めている。このため熊野

では藩政時代から檀林が小規模ながら始められていた。

次に市場から近いのが布部で，安来市から5里半，米子

市（昭和27年日本パルプ米子工場設立）から7里，松江

市から／0里の位置にある。この両村に比べると，頓原は古

くから一幹線道路に位置してはいるが，松江市より／8里，

出雲市より“里の遠隔地にあり，途申都加賀の峠があつ

て経済的泣置は劣る。この町は松江と広島の経済圏の両

外延が重なつた地域に存在している。田所も江津市から

／0里，広島市から／6里と遠隔しており，木材は，あかま

つは主に山陽パルプ江津工場に・すぎはその過半が広島

に出されている。経済圏としてはむしろ広島の性糖が彊

い。

（3）　次に林野所有の性格について，そのアウトライン．

を述べよう。今林野の所有面積と耕地の経営面積との関

係を示すと，第／12・引4表のようになる。

　熊野では平均すると経営耕地面積7反余，林野5～6町

となる。所有の集申はあまり進んでおらず，林野所有の

農民的性格を示している。．布部では平均すると．経営耕

　第ユ表熊野林野所有規模別経営耕地面積別戸数
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布部林野所有規模別経営耕地面積別戸数
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第3表 頓原林野所有規模別経営耕地面積別戸数
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第4表 固所林野所有規模別経営耕地面積別戸数)
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地面積8～9反，林野面積8～9町に上るが，林野所有は熊

野に比べると偏在している。郎ち5町以下の所有者の数

は250戸で全所有者数の5割をこえるが，その所有面積は

2割にも満たない。これに対して50町以上の大所有者6戸

がそれ以上の林野（6ア5町）を所有している。村外所有

も実測500町をこえている。頓原では平均すると，経営

耕地面積約／町，林野面積8珂に及ぶ。この地方はかつ

て株小作地帯であつて，戦後農地解放に当り農地と共に

一部の林野の解放おも行つたので，比較的所有が均分化

されてわり，農地の経営面積／町前後，所有林野ア～／0

町という階層が発達している。田所では平均すると，経

営耕地面積は6反弱であるが林野面積は／0町に及ぶ。し

一川一

かしながら，林野所有は著しく偏在し，50町以上の大所

有者／6戸が全林野面積の4割以上を所有支配しているの

一に対して．5町以下の所有者層は数においてア割をこえる

が，その所有面積は／割5分に遇ぎない。

　今林野所有の性格を総括的にみると。

け）林野所有者の大半は農民であり，既して林野所有面

積の広いものは耕地の経営面積も広い⑪

同所有は，田所次いで布部において偏在し，頓原，熊

野では全国平均に比べてずつと平均化している。

い林野の大半は薪炭林であり，用材林は少ない。用材

林のうち，あかまつの天然林の占める割合は大きい。

．（3～7割），所有林野申の用材林の比率を林野所有規模別

にみると，．最近の林種転換の結果，大所有者よりも申小

所有者の方が高い。

H　／町以下の所有者の林野利用は，自家用のたきぎの

採取・採草を主体とし，1～5町の睦層になると，こρ他

に製炭原木をとつたり・近年立地条件の良いところに人

工造林を行つている。この階層は一般に経営耕地面積

も狭小で，主として他人の山から原木を買つて製炭を行

い現金収入を得ている。5～20町の階層になると，経営

耕地面積も／町前暖となる。この階層も製炭を行つてい

るが，一部は自己の山から一部は他人の山を買つて焼い

ている。／0町以上の所有者では若干薪炭原木を売る1もの

もある。後に明らかにするように，こ一の階層が人工造林

の申核である・20～50町g階層では普通の経営耕地面積

も1町をこえる。経営群地面積の少ない場合は，農業以

外めサービメ業等の職業をもつている。製炭はあまり行

わず，所有林野の薪炭原木は主として売却する。この階

層も人工造林を行つてはいるが，所有林野面積との割合

にすると，後に明らかにするように20町以下の階層より

も少ない。50町以上の階層になると，役職⑧サービス

業。農業等を兼ねているものが多い。勿論製炭は行わ

ず，所有林野の薪炭原木は売却する。自らも造林を行つ

てはいるが，その面積は所有林野の割合にすると極めて

少ない。一部の所有者ぽ，パルプ資本による県行造林に

土地を提供している。総じてこの階層の林野所有は地主

一的性格をもつJ

　20町以上の秣層の多くは，農地解放前は山林地主であ

ると共に農地地主であり，農地より小作糟と薪炭林地代

とを合せ収めていた階層である。

　（4）本研究では第二類型の林種転換を取扱うが，もと

より4つの町村の林腎利用は・薪炭林業ばかりではな

い。あかまつ天然林が戦後パルプ材の高騰と共に高価格

で取引されているし，明治末期から微々とではあるが人

工造林も行われてきた。テこテここれらは林野面積の上から

みると著しく低い比率を示すに過ぎない。貨幣経済の浸
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透商品生産の発展が，これらの町村の諸条件の下では

用材林業の発展を結果せず，主として薪炭林業という遣

を歩ましめてきたのであつた。少なくとも農地改革迄の

これら町村の経済秩序は，水稲咋を経済の申核とし，薪

炭林業によつて現金獲得の助けとするという形をとつて

きたと理解してよかろら。く勿論その他に覆の生産等も

あるが製表に比べるとウェイトは低い）本研究において

間題とする林種転換は，戦後における諸条件の著しい変

化に伴つて生じてきたものである。・

　　　　　　皿　林種転換の進展状況

　林種転換の進展状況を正しくつかむためには，植付け

下刈，一蔓切り等の造林の過程を総合的に検討すべきであ

るが，最も重要なことは如何なる樹種が誰によつて，如

何なる方法でどれだけの面積にわたつて檀付けられたか

をつかむことにあるので，ここでは主として造林面積を

林種転換進展の指標としてとらえ，撫育については補足

的に述べるに止めよう。

　第5表は4つの町村の過去5カ年間の造林面積を示し

ている。昭和29年～31年については林種転換造林とその

他の造林（主として再造林）を別々牢示している。この

表から次のことを見ることが出来よう。

ω過去3カ年の林種転換面積は，それぞれの私有林・

村育林面積合計に対して，熊野。布部では0916，08％

と低いが，田所・頓原では2．0％，2．6％とかなり高い比．

率を示している。（この他に塵かではあるが，県行造林

があるので実際の比率はもう少し高くなる。なおこの期

間の全国平均は1．4％である。）

　　　第5表

（口）これに比べて，その勉の造林（主として再造林）の

3カ牟の面積合計を見ると，熊野・布部の2，6％，／．7％

に対して田所・頓原では共に／％前後である。即ち熊野・

布部では再造林面積が林種転換面積の約2～3倍であるの

に対して，固所・頓原では逆に林種転換面積が再造林面

積の約2∴3倍である。このことは，熊野・布部では用材

林伐採面積の総林野面積に対する比率が，固所。頓原に

比ぐて高いことを示している。しかし熊野・布部でも

300町に満たぬ用材林に対して，年々／5町～20町の伐採

を行つているので，早晩伐採面積を激減せねばならず，

従つて人工造林総面積中再造林の占める比率は遂次低下

し，林種転換の比率を高めることになろう。

レ＼）三ヵ年間の林野所有者平均1人当りの林種転換面積

をみると，頓原が3反でもつとも高く，次いで田所の

．2．3反，布部の／反，熊野の0．6反となつている。同様に

3カ年の林野所有者平均／人当りの総造林面積をみると，

頓原は4．8反1田所は4反，布部は3反，熊野は2．6軍とな

る。

H年次別にみると，熊野・布部では総造林面積には大

差なく，林種転換面積は漸増し亡いる。これに対して田

所・頓原では年々総造林面積，林種転換面積とも著しく

増加している。今仮に昭和3／年の造林規模で，今後40年

間造林が続けられるとしても，林野総面積に対する人工

林面積の比率は，4町村何れも3～4隼前迄2㌻3％であつ

たものが，田所は76％に，頓原は52％に，熊野は44％

に，布部は34％になるであろう、こ一のことは明らかに村

の経済構造を大きく変化させずにはおかない。しかも林

熊・　　　野

造林面積1・

布 蔀

造林．百積1・

頓　　　　原

造林面積 ％

田　　　　所

造林面積1・

昭和2ア年造林面積 22．5／ ／．2 44．55 0．8 43．／9 0．6

昭和28年造林面積 ／5．2ア 0．8 22．％ 0．5 43．80 0．8 35．35 0．5

那種の転篇年（　　計 4．87 0．3 、6．20 0．1 44．50 0．8 ／0．03 0．1

／8．25 ／．0 39．20 0．8 ／9．70 0．3 9．36 0．／

23．／2 ／．3 45，40 0．9 64．20 ／．／ ／9．39 0．3

顎ぼ種の転慧翠／計． 5．91 0．3 ／6．90 0．3 4ア．45 0．8 50．／0 0．7

／9．22 ／．／ 24．85 0．5 29．20 0．4 20．80 0．3

25．13 ／．4 4／．75 0．8 67．65 ／．2 70．90 0．9

昭林種転換 6．30 0．4 ／8．／3 0．4 58．7／ ／．0 94．20 ／．2

罫その他 ／0．34 0．6 2／．20 0．4 ／7．37 0．5 50．00・ 0．7

年　　計 ／6．64 0．9 39．33 0．8 76．78 ／．3 ／44．20 ／．9

合ぼ年の林種転換計ほユ㍊ ／ア．08 0．9 41．23 0．8 150．66 2．6 ／54．33 2．0

47．8／ 2．6 85．25 ／．7 57．27 ／．0 80．／6 ／．0

／02．6ア 5．6 ／ア2．40 3．4 2％．98 5．／ 3／3．03 4．／

傭考　5ケ年の造林面積を合計するに当つて布部は27年の統計を欠くので28年の数宇を使つた。
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種転換面積は逓増しつつあるのだから，この比率はより

短期間により高められるであろう。

　次に補足的に下刈・蔓刈り等の手入れの状況にふれて

おこ．う。これは本来立地条件の異なるに従つて，当然資

本労働の投下量が異なつてしかるべきものなので一翻と

は言えないが，熊野，田所，頓原では比較的個人差が少

なく，粗放ながら三町村共撫育に努めているのに対し

て，布部では個人差が著しく，また他の三町村に比べて

一般に手入れ（就申下刈り）が悪い。

第6表

　以上から，調査町村＝薪炭林業が支配的であつた地域

においても，近年林種転換が着々と進展しつつあるのを

見るであろう。

　　　　　　皿　林種転換の担い手

　それでは上にみた様な林種転換は，如何なる階層によ

りて推進されているのであろうか。今これを林野所有規

模別と経営耕地面積別に分けて検討することにしよう。

（／）先ず林野所有規模別に過去5ケ年の造林戸数と造

林面積を示すと第6，7，8，9表の通りである。

熊野昭和29～3／年林野所有規模別造林百積及び戸数

＼
＼

所有 所有1　　　％
昭和29～3／年 昭和29～3／年　　　　　昭和29～3／年

＼

＼ 林種転換合計 その他の造林合計 入工造林総計
林壷＼ 者数 繭積1 面積

・1人数 一人
面積　％ 人数 一人

面積　％　人数
一人

当 当 当
人 師

1 断 人 反 岡了 人 ’火 町 人 火

／町未満 84 ／／71ア．9 ／3．5 6．9 ／0 ／．35 5．20 ／／．7 26 2．00 6，55 10．／ 33 ／．9

／～5 89 338123．／ 6．36 32．ア 20 3．／8 ／3．63 30．2 56 2．40 19．99 30．7 ア4 2．7

5～／0 42 420128・5 3．9／ 20．／ 20 ／．％ ！／．42 25．3 47 2．40 ／5．33 23．6 62 2．4

10～20 54 489ジ33．3 6．6ア 34．5 つ9 3．5／ ／3．69 28．3 46 2．90 20．36 3／．3 62 3．4

20～50 2 5ア13．8 0．ア5 3．8 2 3．ア8 0．55 1．2 5 1．80 ／．30 2．0 4 3．5

50～ ／ 5／13，4 0．40 2．0 ／ 4．00 ／、05 2．4 2 5．25■ ／．45 2．2 2 ア．2

計 252 ／4ア21／00．0 ／9．44 ／00．0

7
2
－
2
．
7
0
■ 44．55 ／00．0 ／80 2．50 64．98 ／00．0 237 2．3

第7表 布部昭和29～3／年林野所有規模別造林面積及び戸数

＼

＼ 所有 ㍍・
昭和29～3／年 昭和29～3／年 昭和29～3／年

林種転換合計 その他の造林合計 人工造林総計＼

紬＼ 者数 面積 ・1人数i；人 面積1・ 人数 一人
当

面積1・人数；人
入 因11 ．酌 人 反 勒 人 反 酎 人 反

1町未満 88 601／・8 0．69 ／．7 6 ／．5 4．／3 5．3 ／7 2．4 4．82 3．9
2
／ 2．2

／～5 ／7／ 543116・／ 10．48 26．／
3
／ 3．4 ／8．／6 22．／

5
／ 3．5 28．64 23．5 ア8 3．6

5－／0 66 4481／5．3 6．07 ／5．0 24 2．5 ／5．06 「8．4 6／ 2，3 2／／31 ／ア．3 82 2．5

10～20 60 82／124．4 4．75 ／／．7 20 2．4 26．53 32．4 ア0 3．ア 3／．28 25．6 86 3．6

20～50 33 820124，4 ／6．60 4／．4 27 6．2 ／6．8ア 20．5 34 4．9 33．47 2ア．4 60 5．5

50～ 7 675120．0 ／．64 4．／ 3 5．4 ／．40 ／．ア

4 3．5 3．04 2．5 4 ア．6

計 425 33661／00．O 40．23 ／00．0 ／／／ 3．6 82．／5 ／00．0 257 3．／ ／2238！ 100．0 33／ 3，7
…

面積1・1人宛人
及

22

25

第8表 頓原昭和29～3／年林野所有規模別造林面積及び戸数

＼

＼ 所有 箒ユ1・
昭和29～3／年 昭和29～3／年 昭和29～引隼

林種転換合計 その他の造林合計 人工造林総計
者歎 面積1・1人数i喜人面積1・ 人数

一人
百積

・1人数 一人
当 当

人
陶
1 則 λ 欠 町 人 灰 町 λ 反

／町未満 64 2／10．6 2．／0 ／．5 ア 3．0 0．／0 0．2 ／ ／．0 2．20 ／．／

8 2．7

／～5 ／44 5921／／．3 22．76 ／5．3 88 2．6 ／2．45 26．3 33 3．7 35．2／ ／7．8 ／20 2．9

5～／0 ／40 992128．0 53．66 35．9 ／5ア 3．4 ／8．99 40．／ 48 3．9 72．65 36．7 203 3．5

／0～20 67 829123．9 45．64 30．5 109 4．2 9．23 ／9．5 2ア 3．4 ’54．8ア 2ア．7 ／32 4．／

20～50 2ア 7／ア120．7 24，90 16．ア 38 6．6 5．07 ／0．ア ／6 3．／ 29．9ア ／5．／ 52 5．ア

50～ 4 5／91／5．5 「．60 ／．／

3 5．3 ／．53 3．2 3 5．／ 3．／3 ／．6 6 5．2

計 446 34701／00．0 朽0．66 ／00．0 402 3．8 47．3ア 100．0 ／28 3．6 ／98．03 100．0 52／ 3．8
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＼
所有

　　　　　　　昭和29～3／隼箒幕1・、坪涼 昭和29～3／年 」昭和29～3／年

＼
＼ 、その他の造林合計

林ポ
人工造林総計

者数 1宙積1・1人数1三人 面積1・1人数1言人
人1 岩／。1 珂 人 反 旧了

　
1
／
3
i
2
／
4
1

入 以 剛■ 人 担

／町未満 2／4 0．80 0．6 2 4．0 0．40 2 2．O ／．20 0．7 3 4．C

／～5 2ア6 6621／3．5 36．84 26．42．41 ／04
3
．
5
　
■
3
．
7

6．77 40 ／．ア 43．6／ 25．5 ／421 3．C

5～／0 ／／／ ア451／5．2 28．48 アア 4．4ア ／4．／ 22 2．O 32．95 19．3 ％ 3．4

／0～20 53 6861／4・0 30．03 2／．5 70 4．3 4．82 15．3 20 2．4 34．85 20．4 88
／63！

3．9

20～50 23’ 5ア41／／．ア ／／．56

8
．
3
　
■
2
2
．
ア

28 4．／ 5．／5 8 6，2 ／6ア／1 9，8 33 5．C

50～
／6 2／58144．0 3／．56 27 ／／．7 ／0．00

3
1
．
6
　
1
／
0
0
0
上

／3 7．ア 41．65 24．3 40 ／0．4

計1 693 49031／00．0 139．36 ／00．0　■ 308 4．5 31．6／ ／05 3．0 1ア0．97 ／00．0 402 4．2

1
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1熊野1布部頓’原田所
地 ％ ％ ％

／町未満 2．8 2．3 ／3．6 0．3

／～5 ア．4 6．O 20．4 ／2．6

5～／0 ／5．9 ／2．1 3ア．4 25．／

／0～20 ／8．6 ／／．／ 54．2 44．0

20～50 33．3 2ア．3 46．9 40．5

50～ 35．ポ ／4．8 25．0 56．2

平均 9．5 8．7 30．0 24．／
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＼

＼ 林野所有繍有1。
昭和2ラ～3／年 昭和29～31年 昭和29～引年

＼
＼ 林種転換面積 その他の造林面積

㌔

人工造林面積合計　　　　　　　｝

＼

耕地＼戸　数百　積1 面積　％ 戸数砺 面積1・戸数 一月 面積　％ 戸数
一戸

当り 当り
出
1
1

町 火 的 反 町 反

3反未満 43 ／／417．8 0．95 5，o 3 3．／ 2．35 5．0
／
／ 2．／ 3．30 5．2 ／3 2．5

3～5 25 1041ア．／ 0．4ア ・2．4 3 ／．5 3．85 8．3 6 6．4 4．22 6．8 ア 6．2

5～7 63 355122．8 4，／2 24．4 一／0 4．0 1／．04 23．8 42 2．6 15．／6 23．9 49 3．／

7～10
9
／ 6901‘46．9 7．5／ 44．6 42 ／、7 2／．55　　■ 43．3 89 2．4 29．06 44．3 ／24 2．3．

／0～／5 3／ 220115．0 3．83 23，O ／6 2．4 575I　l ／2．3 28 2．O 9．58 ／5．／ 42 2．3

g10．4
■

／5～20 ／ 0 0 0 0 0．50；／．3 0 0 0．50 0．ア 2 2．5
一

20～ O 01　0 0 0 0 0 o　l 0 0 0 0 0 0 0
計 252 14721／00．0 ／6．83 ／00．0 ア4 2．7

　　，4639．

／00．0 ／アo 2．6 63．22 ／00．0 237 、2．7
，

l~ 

6.z 

2.7 
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第12表 布部昭和29～3／年経営耕地面積別造林面積及び戸数

＼
＼　㌧， 秣野所有林野所有1 昭和29午3／年 昭和29～31年 昭和29～3／年

　　　　％面　積1 林種転換面積 その他の造林面積 人工造林面積合計
　＼耕地＼

戸　　数 面積 ％戸数；ぢ 面積1・戸数オ面積　％’戸数 一戸
当り

町
1 町 反 四 反 町 灰

3反未満 ア2 ／8／15・4 ／．0／ 2．2 5 2．0 2．08 2，5 7 2．9 3．09 2．5 9 3．4

3～5 47 3661／0・9 ／．94 4．8 6 3，2 ろ．／6 3．8 9 3．5 5．「O 4．1 ／2 4．2

5～ア 68 30218・／ 2．77 6．9 ／3 2．／ 4．86 5．8
2
／ 2．3 ア．63 6．1 26 2．9

ア～／0 ／20 683120・3 ／3．／4 32．ア 35 3．7 24．7ア 29．8 86 2．8 37．9／ 30，6 ／0／ 3．7

柵～／5 ／08 ／323140．／ ／4．アア 57，0 45 3．2 39．48 4ア．8 ／0／ 3．9 54．30 44，3 ／／2 4．9

／5～20 9 46／113．7 ／．95 4．8 5 3．9 6．80 8．／ 10 6．8 8．75 ア．1 ／2 ア．5

20’～ ／ 501／．5 4．65 ／／．6

2 3．2 ／．90 2．2 2 9．5 6．55 5，3 2 4．7

計 425 33661・／00．0 40．03 ／00．O
／
／ 3．6 83．／0 ／00．0 236 3．5 ／23．／3 ／00．0 274 4．5

34
42
29

第13表 頓原昭和29～3／年経営耕地面積別造林面積及び戸数

林野所有林野所有1
昭和29～31年 昭和29～3／年 昭和29～3／年

％ 林種転換面積 その他の造林面積 人工造林面積合計

耕地 戸　　数 面　積1 面積 ・1戸数1功 面積　％ 戸数巧 面積％戸数巫
師
1 的 火 町 火 町 反

3反未満 ア9 ／7915．／ 7．／2 4．ア ／2 5．9 ／．／0 2．3 5 2．2 8．22 4．3 22 3．ア

3～5 32 8812．5 3．79 2．5
／
1 3．4 0．90 ／．9 ／ 0．9 4．／9 2．2 ／2 3．5

5～ア 52 6001／7．5 ／8．％ ／2．5 42 4．2 2．65 0．5
／
／ 2．4 2／．6／ ／0．3 5／ 4．2

7～10 94 5ア01／6．4 29．52 ／9．5 89 3．3 ／0．50 22．2 24 4．3 40．02 ．／9．6 ／／2 3．5

／0～／5 ／58 ／482142．ア ア1．23 47．6 ／95 3．ア 24．85 57．7 70 3．6 ％．08 50．2 262 3．5

／5～20 30 5281／5．2 ／9．／4 ／2．7 45 4．2 7．27 ／5．4 ／8 4．0 26．4／ ／3．0 50 5．3

20～ ／ 2210．6 0．90 0．5 3 3．0 0 0 0
0．

0．90 O．4 3 3．0

計 446 34691／00．0 ／50．66 ／00．0 397 3．8 4ア．2ア ／00．0 ／29 3．．7 19ア．93 ／00．0 5／2 3．8

…　　一

面積1・1戸数厨一
反

3ア

35
42
35
35
53
30

38

．第14表 田所昭和η～3／年経営耕地面積別造林面積及び戸数．

＼　＼
林野所有林野所有1。

昭和29～3／年 昭和29～3／年 昭和29～3／年

林種転．換面積 その他の造林面積 人工造林面積合計
耕ぜ＼ 戸　数面　積1 百積　％ 戸数 一戸 面積 ％ 戸数 一戸 面積1・t戸数 一戸

当り 当り 当り
町1 町 以 肝 反 町 反

3反未満 ／2／ 32q16．5 3．40 2．4 ／0 3．4 0．／0 0．3 ／ 1．0 3．50 2．0
／
／ 3．／

3～5 146 2ア615．6 ／4．70 ／0．5 32 4．6 0．83 2．8 7 ／．2 ／5．53 9．／ 39 3．9

5～ア 208 ／／35123・／ 3／．％ 22．8
8
／ 3．9 3、つ5 ／0．0 ／8 ／．8 35．／／ 20．2 98 3．6

7～10 ／ア8 23ア014ア・6 69．20 49．4 ／52 4．5 ／4．60 46．8 42 3．5 83．80 49．2 ／88 4．5

／0～朽 ろ8 5621／／・4 ／8．／0 ／2．9 32 5．6 ア．43 23．3 3／ 2．4 25．53 ／5．／ 63 4．／

15～20 3 24014．8 2．00 ／．4 ／ 20．0 5．50 ／6．8 4／3．7 7．50 4．4 5 ／5．0

20～ ／ ／10．0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 693 一49131／00．0 139．36 ／00．0 508 4．5 3／．6／ ／00．0 ／03 3，／ ／70．97 100．0 404 4．2

父

39

／50

42

　　註　林野所有面積は台帳面積である

おこう。

（2）次に経営耕地面積の規模別に遇去3ケ年の造林戸

勢とを示すと・第／1・／21131／4表の通りであ乱この1

4つの表から次のことを見ることが出来よう。

け）林種転換面積の階層別による多寡は，各町村によつ

．て若干のずれはあるが，経営耕地面積ア反～／町，1町～

1町5反の階層が最も多へまた経営群地面積別の林野面

積と林種転換面積の比率も7反～／町，／町～／町5反の階

層が最も高い。即ち，ア反～／町，／町～／町5反の階層を

合計すると，熊野では前者6／．9％に対して後者69．ア％，

頓原では前者5ア・／％に対し後考67・1％・田所では前者

60％に対し後者62．3％を占める。次に比率の高いのが

5～7反の階層で，それ以下の階層及び何5反以上の階層

はずつと少ない。
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第15表経営耕地面積別総戸数に対する林種転換

　　　　戸数の比率

熊野1布都頓　．原田　所
％ ％ ％ ％

3皮未満 2．3 2．3 5．／ 2．7

3～5 4．3 4．2■ ／／．4 7．3

5～ア 5．3 6．4 26，9、 ！3．0

7～／0 ／5．4 9．ア 3／．6 28．5

／0～朽 ／ア．2 ／3．9 40．9 28．／

15～20 0 ／8．5 50．0 ／／．／

20～ 0
’66．6

0 0．0

平均 仰．0 8．7 30．0 ／4．8

（口）経営耕地面積別の総戸数に対する林種転換戸数の割

合をみると，（第／5表）一般に経営規模が大きい程林種

転換戸数の比率が高いことがわかる。

い　次に一戸当り平均の林種転換面積をみると，イレギ

ュラーであうて階層による顕著な相違を兄出すことは出

来ない。

’以止の点を総合して，筆者はこの地方の林種転換の担

い手の階層を，耕地をア反～／町5反経営し，林野を／～20

町経営する階層とみる。勿論経営耕地／町5反以上，所有

林野1～20町以上の階層の方が林種転換戸数の比率も高．

く，また所有林野20町以上の階層の方が一戸当りの林種

転換面積も大であるが，階層別の林野所有面積に対する

林種転換面積の比率，及び林種転換の絶対量において，

所有林野1～20町経営耕地7反～／町5反の階層が最も高い

（その村の林種転換の進展に最も大き卒役割を果してい

る、）ので，この階層を担い手とみたわけである。このこ

とは，塩谷氏と二大平氏が示した用材林業が家配的な地域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
における林種転換の担い手が59町以上の階層であること

と，明らかな対照を示している。．

（3）以上林種転換の進展状況を階層別に量的にみてき

た。そこで耕地を7反～／町5反経営し，林野を／～20町所

有する階層がこの地方の林種転換の推進者であることが

示されたわけであるが，次にそれでは何故この階層が林

種転換の担い手であり，他の階層が担い手としての箪格

に欠けるか，こρ担い手の性格はどのようなものである

か，について考察しよう。この場合予め筆者の基礎視点

を示しておく必要がある。

（イ）筆者は先に林種転換を地域別にみて第一類型の林種

転換と第二類型の林類型の林種転換とに別けたが，更に

第二類型の林種転換を形態別に農民的材種転換，資本家

的林種転換，地主的林種転換の二つに大別する。一

（口）農民的秣種転換は，農業者が主として自己の山林

で，自家労働を主体として行うものである。従つて規模

は比較的小さく，目的とするところは林種転換部門だけ

ではなく広く農家所得の最大を目指す、これに対して資

本家的林種転換は，資本家が雇傭労働によつて行うもの

で，自己の山林に造林する場合と他人の土地に造林する

場合とがある。一般に大規模で，目的とするところは広。

い意味で企業利潤である。地主的林種転換は，地主が地

代の最高を求めて行うものであり，主として雇傭労働，

場合によつて賦役労働によつて行われることもある。

い農民的林種転換では，苗木代にみあう造林補助金が

得られるので，自家労働によつて行われる隈り現金麦出

の必要はない。しかしながら，労働を林種転換に投下し

ても支障のないたけの経済的基盤が必要となる。（労働

投下の成果が回収されるのは数十年後1となるため。）これ

に対して資本家的林種転換地主的林種転換では，雇腐遺

林を行・うに当つては予め費本が準備されねぱならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
H林種転換の有利性は，先に見た通り生産期間が長期

であるために利子率の高さ如何で著しく変化してくる。

この場合，資本家的林種転換で借り入れ資本がある場合

にはその利子率を用いればよい。これに対して地主的林

種転換と農民的林種転換においては，普通貸入資本によ

らずに造林を行うので客観的に定め難く，個々の林種転

換者の個人的事情乃至評価にまたなけれぱならないこと

になる。具体的には機会収益率，将来に見積る危険性，

現在の収益に比べて将来の収益にみつもる評価の低さ，

、等に依存するであろうが，筆者は一般に農民的林種転換

の場合の方が，地主的林種転換の場合よりも低く見積ら一

れる場合が多いと考える。このことは言いかえると，よ

り不利な条件の下でも造林9ることを意味している。そ

の原因は具体的には個々のヶ一スによつて相違があるわ

けだが，一般に後者では貨幣資本を投下して造林が行わ

れるのに対して，’前者では一般に固定費とみなされてい

る自家労働により現金を支出することなく造林が行われ

ることが根本原因といえよう。

　地主的形態ではこの利子率のとり方如何で，目的とす

る地代が薪炭林の場合の方が大きくなつたり，用材林に
　　　　　　　　　　（5）
転換した方が大きくなつたりする。

　さて調査町村の問題にもどろう◎

け）調査村における林種転換は，経営耕地面積ア反～何

5反，林野所有面樟／～20町の階層が担い手であるから，

農民的林種転換が主体をなすと言えよう。即ち主として

自家労働によものである。50町以上の階層には地主的形

態がみられるが，林種転換全体からするとごく一部にす

ぎない。

（口）農民的林種転換の場合先ず間題と与ることは，生計

の基盤が安定していることである。経営耕地面積別にみ
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ると，7反以下の階層は一般に安定した農家とは言いが　　ころでみるように，彼等が充分な資本を持つていないこ

たい・先に示した統計で経営面積7反以下の階層の林種　　　と1たとえ持つていたとして㍉利子率の見積り方如河、

転換が低調なのはこのためである。／町5反以上の階層　　では薪炭林に放置しておいた方が地代が大となること，

は7反～／町5反の階層よりも，より生計は安定している．　等が原因となつている。

わけである。従つて林種転換戸数の比率も7反～／町5反　　　　以上を総合して，て一の地方の林種転換ぱ農民的である

の階層より高い。．だがしかし／戸当り林野の所有面積も　　と言うことが出来る。即ち農業生産を経済的基磐とし，

またア反～／町5反の階層より広いので・所有林野面積に　　　自家労力によって苗木代にみあう補助金を得，現金牽支

対する林種転換面積の比率をとると7反～／町5反の階層　　出することなしに行う林種転換である。従つて小規模で

に比べてずつと低くなり，担い手としての性格に欠ける　　あり，目的とするところは農家所得の最高にある。この

こととなる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ような林種転換担い手の性鱈は地代獲得を目的とする造

い　次に林野所有規綾別にみると，1町以下の林種転換　　林者と区別されなけれぱならない。

は面積戸数共少ないが，これは一町以下の階層では林野　　　従来吾国の人工造林は地伐の獲得を目的として行われ

の利用は自家用たきぎの採取採草を主体とし，また一般　　るものと理解されるのが一般であつたが，筆者は地代獲

に経営耕地面積も狭いので，林種転換の余裕をもたない　　得を目的とする地主的性格のものと，農家所得の最高を

ことを原因としている。　　　　　　　　　　　　　　　　目ざす農民的なものを明別したい。調査村における林種

　所有規模が大きくなるに従つて，一般に経営耕地面積　　　転換は明らかに後者であることを示している。この区別

も’広くなり・林種転換面積も林種転換戸数の比率も大と　　を行わず人エ造林を単純に地代獲得と結びつけたため

なる。しカ＼し自家壷力による造林には一定の限界がある　　　に，林野所有と人工造林の反動性が単純に主張される場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）　（7）ので・所有規模がある程度より大となると，所有林野面　　合が多かつたと筆者は考えている。たとえぱ近藤氏，阪本

積1こ対する林種転換面積の比率は低下してくる。その限　　氏の見解の如き。このことは，単にこの地方の林種転換の．

界をどこ・に設けるかは一概に定めにくいが，一般に20町　　問題に隈らず，我国全体の人工造林を階層別にみた場合

以上の階層になると低くなるものとみてよかろう。　　　　にも問題とせられねぱならぬ点である。今昭和25年から

　50町以上の階層には，地主的林種転換も行われている　　昭和27年に至る我国全体の人工造林面積を林野所有階層

が，あまり進展をみていない。これは後に阻止要因のと　　別にみると第16表の如くであり，5町Jメ下の森林所有者

　　　　　　　　第ユ6表　　昭和25～27年度林野所有規模別私営造林実積

区分
所有戸数 林野颪積

昭和25隼度 昭和26年度 昭和27年度

所有規模 造林面積1・ ．造林面積1・ 造林面積1・
（田了） （町） （勒）■ （的）

50町以上 ／6，624 3皇4／5，6／8 16，94ア 8．6 。24，25ア ／1．3 23，855 ／0．0．

20～50町 50，8／／ ／，8／8，442 ／7，744 9．0 ／9，％7 9．3 25，524 ／0．ア

5～20町 2ア6，336 3，379，328 36，90／ ／8．8 40，982 ／9．「 54，／50 22．7

1～5町 958，2／0 3，094，062 58，483 29．8 61，683 28．8 64，894 27．2
つ町満未 3，426，／40 1，950，25ア 66，3／4‘ 33．8 67，369 3／．5 ア0，292 29．4

計 4，ア28，／2／ ／3，65ア，ア0ア 1％，389・ ／00 2／4・258i ／00
238，ア／51

／00
■

／00

10ア

227
272
294

の造林面積が著しく高率である。5町以下の階層はその

大半が農民であると考えられ，この階層の造林は自家労

力による農民的形態で，地代の最高ではなくて，農家所

得の最高を求めて行われるものだと理解してよかろう。

単純に農民一農用林，人工造林一専業林業家とむす

びつける理解の仕方は，立木価格の騰貴した今日におい

てはえ現実に対する理解を欠くものであり，特に第二類

型の林種転換の理解には没立たない。

　農家所得の最高とは，自已労實都分をも含めた所得の

最高であつて，一般に地代の最高とは一致しない。概し

　　　　　　　　　　　　　　林野庁調

て農家所得の最高を求める場合の方が地代の最高を求め

る場合より亭・より不利なる条件において造林可能であ

る。人工造林をすべての地代と結びつけて理解する見方
　　　　　　　　　　　　（、）
の帰緕は，例えば石渡氏の場合，天竜林業における地代

計算から地代はマイナスになり，日本における用材林業

の成立を説明することが出来ず，問題をプロシヤ的性

格，封建制等の言葉の背後におしやつてしまつた。阪本
　　　（8）
氏の場合には，地代がプラスになるところまで平均利潤

率を弓1くみつもるといつた無理な方法がとられた。筆者

はこれに対してこの相違の理解と，造林の担い手の性格
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の把握こそ，第二類型の林種転換理解のための不可欠の

要件であると同時に広く我国人工造林成立をとく一つの

鍵であると考える。

　　　Y　林種転換の艦進要因と阻止嚢因

・林種転換を推進せしめ，．或は，はぱんでいる諸・要因

は，4つの町村で少しずつ異なつてはいるが，これらを

総括的に考察しよう。

（1）材葎転換を推進せしめている諸要困

け）木材価格の騰貴　　　　毒

　戦後立木価格は著しい急騰を示した。この蹟向は申国

山脈沿いの頓原・田所において特に著しかつた。このよ

うに奥地山村における騰貴が著しカつたのは，戦申戦後

を通じて交通施設ならびに木材搬出施設が改善されたこ

とが大きな原因となつている。消費市場における木材

価格・木炭価格の長期的趨勢は，木材価格の万が特に著
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（s）（9）
しく騰貴したということを示してはいないので，交通施

設，木材搬出施設の改善が木材に有利に作用し，このた

均立木価格と薪炭原木価格との間係を変化せしめるに至

つたとみるべきであろう。このため戦前において森林所

有者に用材林業よりも薪炭林業を選ばしめた最大の経済

的基礎は変化するに至つたわけである。

　今日の木材価格と人工造林費との関係を示す調査村の

一事例をあげると，造林費を利子率8分で計算しても採

算がとれる。今後森林資源の減少と搬出費の節滅からよ

り一虐の立木偶格の騰貴が期待されるので，更に林種転

換を推進芦しめるであろ㌦

（口）森林組合の造林に対する積極的活動

　調査町村における森林組合の，林種転換の推進に対す

る役割は，次の二つの面から考えられる。

　第一に。林種転換は著しい長期投資である。農業のよ

うに生産期間がほぼ一年以下のものでは，農業者は前年

度における経験から翌年の生産計画を導き出すことも出

来よう。然るに第二類型の林種転換のような長期投資の

場合，森林所有者の狭い経験をもとにしては生産計画を

立てにくい場合が多い。第一類型の場合と違つて，彼等

は薪炭林に人工造林した場含どれアごけの利益が得られる

か，それは預金利子と比べてどうか。人工造林をすると

すれば何をどのような方法で檀えるべきか，等について

充分な知識をもつていない。そこで森林組合の啓蒙活動

がこれに対して充分な効果をもつこととなる。この点は

既に保続的な生産を行つている用材林業地帯とは性格を

異にしているわけだ。明治大正時代の吾国民有林の人工

造林についてみると，多くの場合所謂造林の先覚者があ

つてリーダーシップをとり，周囲の森林所有者を啓蒙し

て人工造林をおし進めてきた。しかしながら人工造林に

第5号　　（／95ア）

対する国家のテコ入れが民有林に迄及ぶに従つて，この

先覚者の企業者的役割は次第に変質する。筆者は今日に

おいて第二類型の林種転換でこの役割を直接的に果すも

のが森林組合であると考える。具体的に調査村につい

てみると，田所では28年，29年には専任の森林組合男子

職員がなく，林種転換面積は少ない。30宰に造林啓蒙に

熱心な専任職員を得て林種転換面積は急激に上昇してい

る、林種転換面積の多い頓原においても，森林組合の啓

蒙活動は盛んセある。

　第二の役割はその土地に適した苗木を安価に僕給する

手段を講じていることである。薪炭林の支配的な地方に

おいて人工造林を行う場合，往々にして遠隔地から苗木

が供給され，このため，その土地の自然的条件に適合し

なかつたり，弱つた苗木であつたりして，植付け後良い

生長を示さない場合が少くない。造林者は造林時を経て

生長の悪いのに気がついたり，枯死するのを見テこ場合，

造林に対する危倶の念を抱き林種転換を手控えることと

なる。第一類型の場合には既に苗木需給について一定の

ルートが出来ているので間題は少ないであろうが，第二

類型の場合この要因は軽視出来ない。頓原，田所の事例’

をみると，岳林者はむしろ少し位芦くても良い苗木を望

んでいる。森林組合の何らかの種極的手駒亨よつて，町

村内で苗木の生産が行われるならぱ，こういつた不安は

一掃されるであろうし，加えて村外より買入れる苗木に

比べて安価に供給することが串来よう。今調査虹村をみ

ると，田所では村内に組合委托の苗圃をもち，そこから

村外から買入れる苗木より一円安く（約2割安）苗木を供

給している。しかも必要に応じて苗木代を造林補助金が

到着する迄の間たてかえるので，自家労働による造林者

は全く現金を準備することなく林種転換が可能となる。

頓原でぱ森林組合が進んで各森林所有者が自分で山行苗

を育成することを指導しており，、これによつて顕著な碑

果をあげている、この二町村に比べて林種転換の遅れて

いる熊野。布部の二村では，苗圃設置が計画されてはい

るが未だ実現していない。

バ造林補助金

　普通人工造林について生産費計算をした場合，生産費

のうちで造林補助金によつてヵパーされる部分はあまり

大きくはない。今伐期40年の人工造林について・その生

産費後価を利子率8分として計算した一事例を示すと，生

産費後佃は／。ア86，／ア0円になるのに対して，補助金の後

価は265，52／円で全庫の／5％にも満テこない・また第一類

型の場合で。40隼のすぎ／町を伐採しその跡地に再造林

するほか，更に一町を林種転換する場合を考えてみる

と．申等地で伐採収入は税金を差引いても120～／30万円
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は下るまい。これに対して地持え1植何け下刈準の実際

支出はせいぜい／町当り5万円（補助金を除いても）程度

であるから，この所得から／0万円ほどを造林にふhあて

れぱ，／町の再造林のほか更に／町の林種転換が可能とな

る。また仮に／割の木材価格の騰貴があつたとすると，

その騰貴分だけでろ町位の造林（下刈迄）が可能となる。

昨今のように立木価格が騰貴してくると，第一類型の場

合造林補助金のもつ意義は低下するであろう。

　これに対して第二類型の林種転換では事庸は全く異な

つている。薪炭材伐採によつて得られる現金収入は1町

当りせいせい5～ア万円程度であるので，／00万円をこえ

る用材林の比ではなく，これをもとにして林種転換を行

うことは困難である。そこで第二類型の林種転換は先に

も見た通り主として自家労カによつて行われ，林種転換

において実際に現金支出を必要とするのは苗木代だけに

なるのだが，若し苗木代を相殺するに足る補助金が得ら

れるならぱ，生産費計算はともあれ現金支出なしで造林

が出来ることになる。このことは充分な資本をもたぬ農

軍にとつて都合の良いことである。かくして，／町当り

1万何千円かの苗木代にほぼ見合う造林補助金が得られ

ることが，林種転換推進のため非常に大きな役割を果し

ていることになる。

H　林野所有の性格

　この地方の林種転換の担い手が／～20町の階層である

とするならば，この階層の所有戸数及びその所有面積の

全所有戸数及び所有面積に対する割合が問題ときれねぱ

ならない。そこで今昭和30年度末現在の林野庁調の全国

林野所富規模別戸数及び所有面積の割合と，調査村のそ

れとを比較してみよう。第／ア表はこ一れを示している。全

　第17表林野所有規模別戸数及ぴ面積の割合

全　　国 熊　　野 布　　部 頓　　原 岡　　所

所有 所有 所有 所有 鵠畷 所有
面積

所有
戸数 戸数 面積 戸数 面積 醸畷

％ ％ ％ ％
％
1 ％ 9 窮 ％ ％

50町以上 0．4 25．0 0．0 3．4 ／．6 20．○ 1．0 ／5．5 2．3 44．0

20～50町 ／．／ 13．3 0．／ 3．8 7．8 24．4 6．0 …20．ア 3．3 ／1．7

5～20町 5．8 24．8 30．2 6／．8 29．6 37．7 46．4 5／．9 23．5 29．2

／～5町 20．3 22．6 35．3 23．／ 40．2 ／6．／ 32．3 ／／．3 39．8 13．5

1町未満 73．4 ↑4．3 33．3 ア．9 20．ア ／．8 ／4．3 0．6 30．9 ／．6

計 100 ／00 100 ／00 ／00 ／00 ／00 ／00 100 ／00

原をとつてみると，／～20町の階層が戸数で78．7％面積

で63．3％を占め，／町未満は戸数で／4．3％面積で0．6％に

過ぎない。このように林種転換の担い手となる階層の比

率が高いことが林種転換の推進にプラスの要因となつて

いる。

㈱　薪炭林の将来に対する危慎

　人口の増加仁比べて薪炭の需要は増加していない。言

いかえたならぱ他の燃料によつて代替されているわけで

ある。そこでr薪夷林は一度伐採したならぱ次に伐採出＝

来るのは20～30隼後である。その間におけるエネルギー’

経済の発展は測り知れぬものがある。生活様式の問題等

あるにしてもいずれ大なり小なり他の燃料によつて代替

されるのではないか。とすれぱこ。の際少しずつでも用材

林に転換しておく方が有利ではなかろうか。」　といつた

考え方が一部の森林所有者の申に生れていることも見逃

せない。

卜〕森林所有者の追随者的性格

　こ一こで筆者が追随者と述べたのは，企業者・経営者に

対して新結合を行つた先進者に盲従するタイプである。

短期的な投資の場合には投資の効果が短期間にあらわれ

てくるので新緒合に対する是非の判断が容易であるがつ

長期投資の場合にはその効果が直ちに明瞭とならないの

で，新結合に対する合理的判断を行わず盲従するものも

庄じてくる。こういつた追随者的性格は林種転換におい

ても充分に考えうるところであり．例えば，田所におい

て29年10町前後であつた林種転換が30年50町，3／年94町

と激増したのは，森林組合の活動もさること一ながら，森

林所有者の中に追随者的性格をもつたものがかなりある’

こ一ともその原因の一つとみるべきではなかろうか。この

　　　　　　　ような追随者的性格は所謂ブームを生み

　　　　　　　出し易いが，他面所有者自身の合理的判

50町以上

20～50町

％

440
／17

292
135
／6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林野庁調

国では／～20町の階層は所有戸数で26．1％，その面積で

47．4％にすぎず，これに比べて／町未満の所有戸教が

73．4％に達する。ところが調査町村をみると，熊野では

1～20町の階層が戸数で65．5％その面積で84．9％を占め，

1町未満は戸数で33．5％面積でア．9％にすぎない。また頓

断に基礎ずけられていないだけに，時に

はその反動が生じる場合があることに注

意せねばならない。

　以上林種転換を推進せしめている要因

．の主なるものをあげてきた。なおこのほ

かにも農地改革により林種転換の担い手

となる安定農家を生み出してきたこと，

山村としては耕地が比較的広く特に水田

の比率が高いこと，また昨今農業技術の

発展，大農具の導入により労働力の節減が行われて1、・る

ことも直接・間接のその要因た数えられよう。しかしこ

こでは指摘するに止める。

（2）林種転換をはばんでいる諸要因

（イ）資本の不足と生計の不安定
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　育林業の生産期間が長い。そこで造林に資本を投下し

た場合，その投資額は数十年間にわたつて回収されえな

い。第一類型の場合には既存の用材林業を母体としてい

るので，（ごのことは資本が蓄積されていることを意味

するのだが）これを基盤として林種転換が容易に行われ

うる。とこ。ろが第二類型ρ林種転換では，林木という形

で蓄積された資本は少なく，薪炭林の伐採収入を基盤と

して造林を行うことはなかなか容易ではないp従つて何

らか他に長期にわたつて固定しうる資本がなけれぱ，た

とえ農業によつて生計を緯持しえたとしても，雇傭労働

による林種転換は不可能である。調査町村の場合，じく

僅か存在する用材林のほかその源泉は求め難く，一般に

資本の乏しさが指摘されねぱならぬであろう。従つて第

二類型の場合には，普通雇庸労働による大規模な造林は

行われえず，他の経済部門（主として農業）を基盤とし，

苗木代にみあう造林補助金に支援された自季労働による

小規模な状態をとらざるを得ないのだ。

　ところで現金を支出することなしに自家労働によつて

林種転換が可能であるとしても，この場合林種転換に労

働をさいても生計が安定していることが条件となる。経

営耕地面積の狭い階唇においては，数十年先に得られる

大きな所得のためよりは，現在の生計を緯持するために

製炭目傭等に労働を投下することをえらぶであろう。亙皿

の秣種転換の担い手において，経営耕地面積7反以下の

階層はそれ以上の階層に此べて，林種転撃戸数。面積共

に著しく少いことを見てきたが，これは所有林野面積の

少ないことに竜よるが，何よりも生計の不安定が原因と

なつている。

（口）林野の所有関係

　20町以上の森林所有者，就申50町以上の森林所有者

は，その所有する林野面積に比べて林種転換が少ない。

林種転換が緒について末だ間のない今日においてその矛

盾は顕著ではないが，やがて一方に林種転換を希望しつ

つも造林適地をもたぬためにこれを行うことが出来ず，

他方大所有者の林野には人工造林の適地である薪爽林を

沢山に残し乍ら放置されるという矛盾した帰結を生ずる

であろう。事実田所村においては既にこの矛盾は顕在化

し，造林適地をもたぬ林種転換造林希望者と大所有者の

間の分収契約（伐期収益につき地主4割造林者6割）に基

づく林種転換が始められている。これらの調査村特に頓

原は，全国平均に比べると，林種転換の担い手となりう

る／～20町の階層が多いのである炉，なお所有のアンバ、

ランスが林種転換のブレーキとなつていることが指摘さ

れよう。

　それでは大所有者が何故雇傭労働による林種転換を行

わないのか。これには三つの理由が考えられる。

　第一の理由は資本が乏しいことである。戦前において

この階層は耕地地主として局額小作料を，山主として原

木代を主中に収め確固たる経済的基礎をもつていた。走

から戦前ならぱこの階層は林種転換を積極的におし進め

ることが出来たであろう。しかしながら戦後農地改革に

よつて貸付農地を失い，その経済的基盤は弱体化した。

今／00町の山林所有者をとろう。偉の森林が若し全部薪

炭林からなつているとすると，年々この薪夷の売却から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
得られる純収益は20万円程度のものである。この程度の

収益をもつてしては貸付農地を失つた今日，雇庸労働に

よる林種転換を積極的におし進めることは難事である。

　第二の理由は山林地代ρ問題である。大所有者は地代

の最高を求める。そこで若し林種転換を行うに足る資本

を所有しているとするならば，次に問題となるのは林種

転換を行つた方が大となるか，薪炭林に放置しておいた

方が地代が大となるかであろう。どちらが大となるか

は結局両者の地伐を計測するほかわないが，この結果

は，計測に当つて用いる利子率の如何によつて決定的に

左右される。勿論立木価格労賃の高さ等によつても異な

つてくるわけだが，今筆者が熊野において伐期40年のす’

ぎ造林について計測した一事例を示すと，利子率を8分

とした場合両者の地代額に大差なく，7分では林種転換

を行つた方が地代額は大となり、，9分にすると林種転換

を行うと地代額はマイナスξなり，薪炭林の方が慶利と

なる。そこで問題は，I森林所有者が林種転換に資本を投

下しようとする場合，利子率をどれだけに見積るかにな

る。この見積りは，機会収益率，危険性，将来の所得を

現在の所得に比べてどれだけ低く見積るか等の諸要因に

よつて決定されるわけであるが，いずれにせよ，群林所

有者が地代の最高をまめ，かつ，利子率を8分よりも高

く貝積ることが，林野を薪炭林に放置し，林種転換をは

ぱむ一要因となつていると言えよう。

　第三は林野所有制度に対する不安である。内外杜会主

義的勢カの拡大発展から，r果して林種転換を行つても

伐期に達する数十年後迄，現在の林野所有制度が維持さ

れうるであろうか。若し維持されえないとするならぱ林

種転換を行うことは意味がない。」　という考え方が一部

の大所有者の間に生れてきた。このような考え方は当然

に林種転換に対してブレーキをかけるものである。

い　自家労働の限界

　x虹でみだ通り調査町村の林種転換の担い手は，経営耕

地をア反～／町5反もち，林野を／～20町所有する階層であ

※伐期25年とすると年間に4町伐採，ユ町250石1石250円とすると4町で

　粗収益25万円となる。
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つた。そしてまたその林種転換は，苗木代にみあう造林

補助金を得て現金を支出することなく，．主として百家労

働の余力によつておし進められているものであつた。即

ち主業として農業があり，これを中心として経済が営ま

れ，その労働の余力によづて造林が行われているわけで

ある。従つて林種転換2規模は自家労働の量によつて隈

界ずけられざるをえない。この場合，特に農業労働は季

節性をもち労働需要の大きい時期と農閑期とがあるわけ

であるが，林種転換造林の労働もまた季節性をもち，そ

のあるものは農業労働の需要期と時期が重なるので，年

間を通じて農閑期に余剰労働があつたとしても，これを

もつて直ちに林種転換の拡大が可能と言うわけにはいか

ない二耕地経営面積の大きい農家の場合，自家労働の隈

界が林種転換のグレンツを規定する最も大きな要因とな

つている。

　もつとも理論的に密に言うならぱ，この労働の投下は

農業部門と育林部門との間に単位投下労働の限界生産力

が均等になるように配分されるべきである。しかし現実

的には伝統的な農業労働を主とし，その余力をもつて林

業労働を行うといつた形態が多いようである。

H将来に対する危険
　林種転換を行つた場合，その成果が如何なる形で帰え

つてくるかは数十年先にならぬとわからない。そこで幾

多の危倶が生じてくるわけだが，その申で，今日林種転

換のブレーキとなつているものは次の二つである。即ち，

第一に現在の林野所有制度が今後数十年間にわたつて維

持されうるか否かという点に対する危倶。第二に造林し

た秣木が期待通りに生長する』か否かという点に対する危

倶。前者は主として大所有者において問題となるが，既

に述べたのでくちかえさない。後者はいずれの所有者に

おいても問題となるが，特に苗木問題が重要である。調

査町村において，村外から移入した苗木の多くが生育が

良好でなく，将来の生育に対する危倶の念を造林者に与

え，林種転換のブレーキとなつていることは軽視出来な

いものがある。しかしこの問題は将来において村内生産

苗木の供給が充実すれぱ障碍としての意義を減少するで

あろう。

㈱　将来の所得に対する低い期待

’将来の所得に対する低い期待は，ひとつには将来に対

して見積る危険にも依存しているが，またそれ以外に，

将来獲得される所得は現在すぐ処分することが出来ない

ので，現在の所得に比べて低く見積ることにもよつてい

る。林野転換において労働，資本等を投下しても，それ

が回収されるのは数十年先になる。．そこでたとえ将来大

きな所得が得られるとしても低い期待しかもち得ず，林

種転換を手控えることになり易い。

　　　　　　　w一む　す　’ぴ

　最後に総括的にこの研究においてとらえたところのも

のを示しておこう。

　本研究においては，④林種転換を第一類型と第二類型

に区分し，◎第二類型の一展型として島根県下の4ケ町

村をとりあげ，（勿論第二類型ぱこの4ケ町村のタイプを

もつて尽きるわけではないが）これらの町村に机・て，林

種転換が一般に全国平均乃至それ以上の規漢で進められ

ていること，◎その林種転換の形態は農民的であること

を示し，（従来人工造林を地代獲得と結びつけて理解する

見方が支配的であつたのに対して，地代獲得を目的とす

るのは地主的形態であり；農民的形態においては農家所

得の最高をめざすと理解する。）θその林種転換を推進せ

しめている藷要因，はぱんでいる諸要因の探索を行つた。

　しかしながら，こ㌧でば故意に次の問題を追求してい

ない。即ち，4つの町村で，林種転換の進度・階層別の状

況。推進要因等若干すつ異なつているわけたが，本研究は

先ずこれらの4町村を含めた包括的な第二類型の林種転

換の把握を目ざしているので，何故頓原・田所において

林種転換が進み，態野・布部で遅れているかといつたよ

うな町村毎の差違を殊更に追求しなかつた。

　こういつた問題は本研究のような静態的な考察方法を

．もつてしては不充分であり，動態的考察によつて始めて

とかれうる問題であろう。（なお林種転換の動態的考察

は，布部と頓原における50町以上の森林所有者の林野所

有と利用の展開の聞題を申心として近く「林業経済」に

発表することにしているので季照された戸。）
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